
宅配店舗前に灰皿設置の通報について 

宅配会員 各位 

 

 ５/２２（土）付のメールで、大阪の宅配店舗前に灰皿が置いてあるとの下記

の苦情が写真入り（写真は省略）で参りましたので、お知らせいたします。 

 私は全く存じませんでしたが、違反だとのことです。 

  

                   記 

 拝啓 

 

 貴組織加盟の〇〇店について 

 店の前に灰皿を設置しており 

 喫煙で来店客や近隣が受動喫煙で大変不快で迷惑しております。 

 同社へ、全店灰皿撤去するよう指導監督願います。 

 

 受動喫煙は感染も重症化も助長します。 

 

 灰皿設置は 

 改正健康増進法違反、 

 大阪受動喫煙防止条例違反です。 

 

 よろしくお願い申し上げます。 

 

                                敬具 
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